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託
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証
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が
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れ
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い
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に
お
け
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有
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の
当
該
対
象
財
産
の
評
価
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
に
満
た
な
い

る
報
告
書
に
は
、
第
一
項
各
号
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掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
第
三
十
条
の
二
十
三

も
の
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
報
告
書
に
は
、
第
一
項
各

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

報
告
書
の
交
付
前
一
年
以
内
に
信
託
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
交
付
し
た
当
該

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
報
告
書
の
交
付
前
一
年
以
内

信
託
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
若
し
く
は
契
約
変
更
書
面
又
は
報
告

に
信
託
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
交
付
し
た
当
該
信
託
契
約
に
係
る
契
約
締
結

書
に
当
該
事
項
の
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
交
付
書
面
若
し
く
は
契
約
変
更
書
面
又
は
報
告
書
に
当
該
事
項
の
全
て
が
記

載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


